
太
　
平
　
記
　
▼
と
　
古
　
文
　
孝
　
経

曽
・
・
∫

田

太
平
記
の
本
文
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
籍
の
詞
句
の
出
典
に
関
す
る
考

察
は
、
従
来
、
主
と
し
て
こ
の
作
品
の
注
釈
的
研
究
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ

て
き
、
諸
先
学
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
が
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
南
北
朝
期
の
半
世
紀
に
わ
た
る
全
国
的
な
内
乱
の
時
代
を
、
太

平
記
の
作
者
が
当
時
の
知
識
人
と
し
て
い
か
に
生
き
た
か
と
い
う
問
題
は
、
わ

れ
わ
れ
に
切
実
な
関
心
を
抱
か
せ
る
。
変
革
を
求
め
る
国
民
諸
階
層
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
吸
収
し
て
鎌
倉
幕
府
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
そ
う
し
て
成
っ
た
後
醍
醐
天
皇
の

建
武
新
政
府
が
あ
え
な
く
崩
壊
し
て
、
や
が
て
守
護
領
国
制
が
形
づ
く
ち
れ
て

い
く
歴
史
の
流
動
に
、
作
者
の
思
考
は
ど
う
対
応
し
て
い
っ
た
か
。
太
平
記
の

作
者
に
お
け
る
「
中
世
の
知
識
人
」
の
実
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ

の
対
応
の
し
か
た
に
つ
い
て
の
考
察
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の

思
考
を
さ
さ
え
か
つ
こ
れ
を
規
制
し
て
い
た
は
ず
の
作
者
の
思
想
的
基
盤
を
さ

ぐ
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
際
、
太
平
記
に
引
用
さ
れ
て

い
る
漠
詩
文
の
詞
句
の
且
皿
や
そ
れ
ら
の
供
給
源
で
あ
る
漢
籍
の
窺
閲
の
調
査
結

果
に
基
づ
い
て
接
近
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
た
し
か
に
着
実
で
有
効
な
方
法
で

は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
殻
に
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
太
平
記
と
い
う
作

晶
と
ど
の
よ
う
な
意
味
で
か
か
わ
っ
て
い
る
典
拠
な
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
を

明
確
・
に
把
握
し
て
お
か
な
い
と
、
対
象
の
実
体
と
は
か
け
は
な
れ
た
結
論
を
導

き
出
し
か
ね
な
い
危
険
が
あ
る
。
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
の
頭
注
や

補
注
に
そ
の
名
の
み
え
る
漢
籍
は
百
二
三
十
種
に
も
及
ぶ
が
、
も
し
も
、
注
釈

的
研
究
が
要
求
す
る
出
典
考
証
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
漢
籍
の
範
囲

と
、
．
こ
れ
と
は
次
元
の
異
な
っ
た
概
念
で
あ
る
べ
き
「
作
者
の
思
想
・
教
養
に

培
っ
た
漢
籍
」
の
璃
問
と
を
混
同
す
る
な
ら
ば
、
太
平
記
の
作
者
の
教
養
に
対

し
て
過
大
な
評
価
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
太
平
記
に
引
用
さ

れ
て
い
る
漢
籍
の
詞
句
の
多
く
は
、
世
俗
詩
文
・
明
文
抄
・
玉
由
要
文
・
管
怒

抄
な
ど
の
故
事
熟
語
集
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、
先
行
の
軍
記
物
に
も
兄
い
だ
し

う
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
り
う
べ
き
受
容
経
路
の
棺
桟
を
無
視
し
て
、
そ
う
し

た
事
例
を
排
除
し
て
い
く
方
法
で
「
作
者
の
思
想
・
教
養
に
培
っ
た
漢
籍
」
を

析
出
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
漢
籍
と
太
平
記
と
の
直
接
的
交
渉
を
立
証
す
る

に
足
る
事
例
の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
、
作
者
の
教
養
に
対
す
る
過
小
な
評
価

を
結
果
し
て
し
、
ま
う
。
至
難
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
過
大
に
も
過
小
に
も
お
ち

い
ら
な
い
で
、
正
し
く
実
体
を
把
握
す
る
た
め
の
方
法
が
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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〓

孝
経
に
は
、
泰
の
始
皇
に
よ
る
焚
古
の
の
ち
、
決
の
文
帝
の
時
に
顔
貞
之
が

公
に
し
た
今
文
孝
経
に
鄭
玄
が
注
し
た
鄭
注
孝
経
と
、
孜
の
武
帝
の
時
に
孔
壁

か
ら
得
て
こ
れ
に
孔
安
国
が
注
し
た
古
文
孝
経
と
、
唐
の
玄
宗
が
注
し
た
御
注

孝
経
な
ど
が
あ
る
。
鄭
注
孝
経
は
伏
し
、
現
在
も
っ
ぱ
ら
通
行
し
て
い
る
の
は

御
注
孝
経
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
孔
注
古
文
と
御
注
と
が
並
び
行
な
わ
れ
て

い
た
。
ロ
本
紀
略
や
江
家
次
卯
に
よ
る
と
帝
や
東
宮
の
読
む
始
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
御
注
で
あ
り
、
吾
妻
鑑
に
よ
れ
ば
鎌
倉
将
軍
家
の
読
書
始

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
が
、
伝
存
す
る
旧
抄
本
に
は
古
文
孝
経
が
多
い
よ

う
で
あ
り
、
軍
記
物
所
引
の
孝
経
の
詞
句
も
古
文
孝
経
関
係
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
。
古
文
孝
経
は
、
孔
安
国
序
と
孔
子
の
言
説
を
主
と
し
た
本
文
（
経
文
）

と
孔
安
国
注
　
（
伝
文
）
　
と
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
序
・
経
・
伝
の
差
別
な
く

「
孝
経
」
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
藤
原
孝
範
が
編
ん
だ
明
文
抄

（
五
巻
）
　
に
は
、
出
典
を
孝
経
と
注
記
し
た
詞
句
五
二
例
　
（
重
出
五
）
　
を
数
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
（
続
群
窃
顆
従
本
）
、
そ
の
内
訳
は
、
孔
序
関
係
二
　
（
本

格
こ
重
複
こ
、
経
文
関
係
一
九
例
（
重
出
二
・
孔
序
と
重
視
一
）
、
伝
文
関

孫
三
二
例
　
（
重
出
二
）
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
出
典
を
単
に

「
孝
経
」
と
注
記
し
て
事
て
、
序
・
経
・
伝
の
区
別
を
明
示
し
て
は
い
な
い
。

こ
れ
は
玉
画
要
文
や
管
穀
抄
も
同
株
で
あ
り
、
「
孝
経
」
即
「
古
文
孝
経
」
と

い
う
そ
の
受
容
態
度
か
ら
、
禁
裏
や
柳
営
で
の
読
書
始
に
御
柱
が
用
い
ら
れ
た

と
い
う
諸
記
録
の
記
事
か
ら
想
像
さ
れ
る
事
態
と
は
逆
に
、
実
際
に
は
古
文
孝

経
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
抗
い
知
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
故
事
熟
語
集
に
よ
っ
て
の
み
孝
経
を
受
容
し
た
と
す
れ
ば
、
当

然
、
序
・
経
・
伝
を
区
別
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
太
平
記
の
な
か
に
は
、

孝
経
の
伝
文
（
後
絡
伸
例
文
）
を
引
い
て
「
…
ト
孔
安
国
ガ
誠
シ
ヲ
恥
ザ
リ
ケ

ル
コ
ソ
悲
ケ
レ
」
と
結
び
、
そ
れ
が
孝
経
の
本
文
で
は
な
く
て
孔
安
国
の
伝
文

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
孔
伝
所
引
の
論
語
の
詞
句

（
後
掲
㈹
例
文
）
を
、
明
文
抄
は
そ
の
ま
ま
出
典
を
「
孝
経
」
と
し
て
採
録
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
太
平
記
は
同
じ
詞
句
を
引
い
て
「
…
ト
云
ル
事
、
孔
子

之
草
言
、
魯
論
之
記
ス
ル
所
ナ
レ
バ
」
と
述
べ
て
い
て
、
論
語
が
典
拠
で
あ
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
論
語
と
孝
経
の
二
審
は
、
費
老
令
の
学
令

に
お
い
て
も
特
に
学
者
兼
哲
の
必
須
科
目
と
さ
れ
て
い
た
。
お
よ
そ
文
章
に
た

ず
さ
わ
る
ほ
ど
の
者
な
ら
ば
誰
し
も
幼
童
の
頃
か
ら
親
し
ん
で
い
た
は
ず
で
あ

り
、
太
平
記
に
も
史
記
や
白
氏
文
集
と
と
も
に
論
語
・
孝
経
の
二
書
か
ら
の
引

用
と
判
断
さ
れ
る
詞
句
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
て
、
作
者
が
こ
の
両
古
に
直
接
学

ぶ
と
こ
ろ
も
多
大
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

≡

太
平
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
籍
の
試
句
の
う
ち
で
古
文
孝
経
（
序
・
経
・

伝
）
と
共
通
す
る
事
例
の
管
見
に
は
い
っ
た
も
の
は
、
下
記
の
一
九
例
（
引
用

詩
句
の
種
類
）
　
で
あ
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
先
学
の
考
証
の
成
果
に
負
う
と

こ
ろ
が
多
く
、
そ
れ
に
幾
ら
か
の
も
の
を
柵
い
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
従
来
の
研

究
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
、
天
文
十
二
年
に
な
っ
た
釈
乾
三
の
太
平
記
賢
愚
抄

（
国
文
註
釈
全
書
所
収
。
以
下
「
賢
」
と
略
す
）
　
に
は
僅
か
に
三
例
　
（
他
に

「
孝
経
云
」
と
し
て
古
文
孝
経
に
も
細
注
孝
経
に
も
な
い
文
句
を
注
し
た
の
が

一
例
）
　
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
広
引
博
証
に
特
徴
を
示
し
た
太

平
記
妙
（
著
者
未
詳
。
同
前
書
所
収
。
以
下
「
砂
」
と
略
す
）
に
な
る
と
〓

例
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
「
砂
」
の
所
説
に
新
見
を
加
え
て
出
典
ご
と
に
先

緊
整
理
し
た
高
橋
貞
一
氏
の
「
太
平
記
の
出
典
に
関
す
る
研
究
」
　
（
京
都
市
酋

12　」



京
高
校
研
究
紀
要
、
昭
3
4
・
8
。
以
下
「
高
」
と
略
す
）
　
で
は
七
例
　
（
引
田

回
数
八
）
　
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
　
（
昭
3
5

～
3
7
。
以
下
「
岩
」
と
略
す
）
の
頭
注
で
は
九
例
（
引
用
同
数
〓
）
が
注
記

さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
四
説
の
相
互
の
重
複
を
整
理
す
る
と
、
従
来
指
摘
さ
れ

て
い
る
孝
経
関
係
の
引
用
詩
句
は
都
合
一
四
例
と
な
る
。
こ
れ
に
あ
ら
た
に
五

例
を
捕
っ
て
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
古
文
孝
経
の
本
文
は
尊
経
閣
文
庫
蔵
明
応

二
年
藤
原
親
長
筆
旧
抄
本
（
覆
製
）
に
よ
る
が
訓
点
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
太

平
記
の
本
文
は
特
に
注
記
す
る
も
の
以
外
は
酉
源
院
本
（
刀
江
事
院
）
　
に
よ

る
。
な
お
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
略
称
に
よ
っ

て
こ
れ
を
示
す
。

‖
「
当
吾
先
君
孔
子
之
世
、
周
失
其
柄
、
諸
侯
力
争
、
遺
徳
既
隠
、
礼
誼
又

鷹
、
至
乃
臣
拭
其
君
、
子
拭
其
父
、
乱
逆
無
紀
、
寛
之
能
正
」
　
（
孔
安
国

序
、
1
オ
）

O
「
臣
君
ヲ
殺
シ
、
子
父
ヲ
殺
シ
、
カ
ヲ
以
テ
可
レ
争
時
至
ル
故
ニ
」
（
巻
二

七
、
雲
景
未
来
記
事
同
天
下
怪
異
事
、
七
七
九
日
）
。
八
秒
∨

な
お
、
同
じ
詞
句
は
、
太
平
記
の
巻
一
七
（
四
七
八
貢
）

三
貢
）
・
巻
三
四
（
九
八
七
貢
）
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

は
旧
抄
本
に
「
カ
ヲ
モ
ッ
テ
争
フ
」
と
訓
ん
で
い
る
。

聞
「
夫
雲
集
而
龍
興
、
虎
囁
而
風
起
、
物
之
相
感
有
自
然
者
、

（
孔
安
国
序
、
4
オ
）

O
「
其
習
俗
未
ダ
必
L
も
六
義
数
奇
ノ
遺
二
鵜
ラ
ざ
れ
共
、

・
巻
二
七
　
（
七
八

「
力
争
」
の
語
句

不
可
謂
母
也
」

も
の
ゝ
相
感
ズ

ル
事
皆
自
然
ナ
レ
バ
、

此
歌
一
首
ノ
感
二
位
テ
、

拷
問
ノ
責
ヲ
止
メ
ケ
ル

東
夷
ノ
心
ノ
中
コ
ソ
や
さ
し
ケ
レ
」
　
（
神
田
本
、
巻
二
、
南
都
北
嶺
行
幸

事
、
二
〇
貢
）
。
八
秒
・
岩
∨

ヲ
ウ
　
　
巾
ノ

西
源
院
本
で
は
傍
線
部
が
「
法
性
タ
ゞ
シ
ク
言
二
朗
レ
テ
、
感
応
遺
興
時
之

イ
　
　
　
′
が
レ

災
難
ヲ
脱
ケ
ル
ハ
、
此
歌
一
首
ノ
徳
ニ
ヨ
レ
リ
、
サ
レ
バ
」
　
（
二
六
百
）
と

な
っ
て
い
て
文
脈
に
無
理
が
あ
る
。

川
「
胡
茄
吟
動
、
馬
蝶
而
悲
、
黄
老
之
弾
、
嬰
児
起
而
舞
」
　
（
孔
安
国
序
、
4

オ
）

ヤ
ウ

O
「
六
反
ノ
後
ノ
一
曲
、
誠
二
嬰
児
モ
立
テ
舞
計
也
」
　
（
巻
一
三
、
北
山
殿

御
隠
諜
事
、
三
四
〇
日
）
。
＜
妙
・
高
∴
宕
∨

孝
経
孔
序
の
本
文
は
前
条
の
詞
句
か
ら
直
接
続
く
も
の
で
、
明
文
抄
（
巻

四
）
　
に
も
ま
と
め
て
採
録
し
て
い
る
が
、
出
典
を
「
同
（
前
条
注
記
は
文

選
）
　
」
と
注
記
し
て
い
る
。

同
「
君
捲
不
君
臣
不
可
以
不
臣
、
父
班
不
父
子
不
可
以
不
子
」
　
（
孔
安
国
序
、

4

ウ

）

O
「
神
整
ソ
人
背
バ
武
運
之
危
コ
ト
近
カ
ル
ベ
シ
、
君
賀
小
義
、
臣
以
一

タ
ラ
ズ
ン
バ
丁
ル

不
苛
レ
君
　
　
　
ト
云
ヘ
リ
」
　
（
肇
一
、
長
瞭
新
左
街
門
尉
異
見
事
、
　
1
3

三

二

百

）

。

＜

腎

∵

抄

・

高

・

岩
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明
文
抄
（
巻
二
）
　
の
ほ
か
、
世
俗
諺
文
・
玉
疏
要
文
・
管
茹
抄
に
も
採
銀
。

平
家
物
語
　
（
巻
二
、
炸
火
之
沙
汰
）
　
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

佃
「
身
体
髪
膚
受
之
父
母
、
弗
敢
毀
傷
孝
之
始
也
、
立
身
行
遺
揚
名
於
後
世
、

以
顕
父
母
孝
之
終
也
、
」
　
（
開
宗
明
義
章
第
一
・
経
、
6
オ
）

サ
イ
ハ
ブ
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
コ
ナ
ヒ
ヤ
ブ

O
「
始
ノ
身
体
髪
膚
ヲ
我
レ
ニ
受
テ
、
毀
傷
ラ
ザ
リ
シ
カ
バ
其
孝
既
二
成

ヲ
ゴ

ヌ
、
又
身
ヲ
立
道
ヲ
行
テ
、
名
ヲ
後
ノ
世
二
挙
ゲ
バ
、
是
孝
ノ
終
也
、
サ

レ
バ
今
度
ノ
合
戦
ニ
、
相
構
テ
命
ヲ
軽
シ
テ
、
先
祖
ノ
名
ヲ
不
レ
可
レ
失
」

（
巻
三
二
、
東
寺
合
戦
事
、
九
三
四
貢
）
。
＜
質
・
紗
・
高
・
岩
V

O
「
父
祖
ノ
名
ヲ
ロ
雲
ヲ
も
っ
て
子
孫
の
孝
行
ト
ハ
ス
ル
事
こ
て
候
ナ
レ

バ
」
　
（
神
田
本
、
巻
十
、
和
枝
入
道
自
害
之
事
井
面
々
腹
切
事
、
二
二
六

頁
）
。
＜
岩
∨



「
毀
傷
」
を
「
ソ
コ
ナ
ヒ
ヤ
プ
（
ル
）
」
と
訓
む
の
は
旧
抄
本
の
訓
。
神
田
本
に

ソ
コ
ナ
ビ
ヤ
プ
ラ

は
「
残
傷
ざ
り
し
か
バ
」
　
（
五
七
〇
貢
）
と
あ
る
。
後
の
例
文
の
「
名
ヲ

ロ
雲
ヲ
も
っ
て
」
は
西
源
院
本
で
は
「
名
誉
ヲ
以
テ
」
　
（
二
六
三
百
）
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
詞
句
は
明
文
抄
（
巻
三
）
　
の
ほ
か
、
世
俗
諺
文
・

玉
画
要
文
に
も
採
録
。
平
家
物
語
　
（
巻
一
二
腰
越
）
　
に
も
「
身
体
髪
膚
を

父
母
に
う
け
て
」
と
あ
る
。

㈹
「
礼
、
男
初
生
別
使
人
執
桑
弧
蓬
矢
射
天
地
四
方
、
亦
其
有
事
」
　
（
開
宗
明

義
輩
第
一
・
伝
、
6
ウ
）

O
「
乗
ノ
弓
引
人
モ
無
、
蓬
ノ
矢
射
ル
所
モ
無
キ
ア
バ
ラ
屋
ニ
」
　
（
巷
一

三
、
北
山
殿
御
隠
諸
事
、
三
三
八
百
）

O
「
而
モ
男
ニ
テ
ゾ
ヲ
ハ
シ
ケ
ル
、
桑
之
弓
、
蓬
之
矢
、
慶
賀
天
下
二
間
へ

シ
カ
バ
」
　
（
巻
二
六
、
大
塔
宮
亡
情
．
皿
宿
胎
内
事
、
七
一
〇
日
）

礼
記
　
（
内
則
紙
用
）
　
に
あ
る
詞
句
。
明
文
抄
（
巻
三
）
　
に
採
録
、
出
典
を
「
孔

記
」
と
す
る
。
平
家
物
語
（
肇
二
、
御
産
）
北
も
「
柔
の
弓
、
迄
の
矢
に

て
、
天
地
四
方
を
射
さ
せ
ら
る
」
と
引
か
れ
て
い
る
。

個
「
子
日
、
在
上
不
臨
高
而
不
危
、
制
節
謹
度
満
而
不
渥
」
　
（
諸
侯
章
第
三
・

経
、
8
オ
）

へ
ツ
ク
ダ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
，
　
　
　
　
　
　
ト
モ

O
「
謙
居
テ
仁
恩
ヲ
施
シ
、
己
ヲ
黄
テ
礼
儀
ヲ
正
ス
、
是
ヲ
以
テ
雑
レ
高
ト

モ

サ

り

ト

　

丁

フ

レ

カ

ラ

不
〆
危
カ
ラ
、
難
レ
溝
　
　
不
レ
置
　
」
　
（
巷
て
後
醍
醐
天
皇
可
亡
武
臣
御

企
事
、
四
百
）
。
＜
抄
・
高
∴
石
∨

明
文
抄
（
巻
一
・
巷
四
）
・
世
俗
諺
文
に
採
録
。

㈱
「
先
王
疾
院
、
天
遺
毀
盈
、
不
院
不
盗
、
用
能
長
守
富
貴
也
」
　
（
諸
侯
章
第

三
・
伝
、
8
オ
）

O
「
但
天
縦
ヒ
院
ヲ
ニ
ク
ミ
克
ル
ヲ
欠
共
、
数
代
積
善
ノ
余
慶
家
二
尽
ズ

ハ
」
　
（
巷
十
鎌
倉
中
令
戟
事
、
二
五
八
頁
）

一
一
ク

O
「
天
田
ヲ
憎
、
・
、
清
ル
ヲ
欠
ク
、
責
遁
ル
1
所
無
レ
バ
、
道
警
ガ
始
終
之
運

タ
ノ

命
モ
侍
ミ
難
シ
ト
」
　
（
巻
三
七
、
楊
貿
妃
事
、
一
〇
七
五
貢
）u

r
ロ
円

孝
経
の
「
疾
既
」
・
「
輿
盈
」
は
旧
抄
本
に
「
ヲ
ゴ
リ
ヲ
ニ
ク
ム
」
・
「
ミ

（
す
）ッ

ル
ヲ
カ
ク
」
と
訓
ん
で
い
る
。
こ
の
詞
句
、
明
文
抄
（
巻
四
）
　
に
採
録
。

チ
イ
〓
ソ

太
平
記
の
巷
二
に
は
ま
た
「
天
遺
厩
ヲ
恋
ム
ノ
、
、
、
ナ
ラ
ズ
」
　
（
三
二
頁
）
と

カ
ク

あ
る
。
ま
た
、
巻
五
に
「
天
道
清
ル
ヲ
欠
敢
」
　
（
一
〇
七
百
）
、
巻
六
に

カ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ゥ

「
天
欠
落
ヲ
」
　
（
三
一
六
貢
）
、
巻
一
一
に
「
天
道
謙
二
祐
シ
テ
」
　
（
二

カ
ク

七
八
貢
）
、
同
巻
に
「
天
道
之
清
ル
ヲ
欠
事
ヲ
不
レ
知
シ
テ
」
（
二
八
七
貢
）

な
ど
と
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
語
注
は
周
易
（
謀
封
）
　
の
「
天
道
戯

盈
而
益
謙
」
　
（
管
姦
抄
に
も
採
録
）
を
典
拠
と
す
る
。

明
文
抄
（
巷
こ
に
は
「
天
道
酌
盈
、
鬼
神
福
訪
英
、
（
後
漠
書
）
」

と
み
え
る
。

㈹
「
然
後
能
保
其
社
梗
而
和
其
民
人
」
　
（
諸
侯
葦
第
三
・
経
、
8
オ
」

ノ

ヅ

ト

ツ

ナ

O
「
良
臣
則
　
守
こ
祉
種
こ
　
（
巷
一
、
序
、
三
貢
）
。
＜
砂
∨
太
平
記
の
文

は
㈹
の
例
文
を
参
照
。

佃
「
詩
云
、
戦
々
抗
々
」
如
臨
深
捌
、
如
屈
薄
氷
」
　
（
諸
候
葦
第
三
・
経
、
8

ウ
）

O
「
人
ノ
心
、
皆
薄
氷
ヲ
践
デ
、
同
ノ
危
事
探
測
ノ
如
シ
」
　
（
巷
七
、
丹
上

臨
幸
事
、
一
六
二
貫
）

O
「
世
之
危
キ
事
、
深
渕
二
臨
デ
薄
氷
ヲ
蹄
ガ
如
ニ
シ
テ
、
天
下
今
二
反
覆

シ
ヌ
ト
見
ケ
ル
処
ニ
」
　
（
巻
三
四
、
宰
相
中
将
殿
賜
将
軍
宣
旨
事
、
九
六

五
貢
）

詩
経
（
小
雅
、
小
兵
篇
）
　
の
詩
句
。
論
語
（
泰
伯
欝
）
に
も
引
か
れ
、
世
俗

諺
文
・
玉
由
要
文
に
も
採
録
。
保
元
物
語
（
巻
上
、
法
皇
崩
御
の
事
）
　
に

し
ん
ゑ
ん
　
　
　
　
　
　
　
は
く
へ
，

「
ま
こ
と
に
深
渕
に
の
ぞ
ん
で
薄
氷
を
ふ
む
が
ど
と
く
お
そ
れ
お
の
～
き
け
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る
ほ
ど
に
」
　
（
金
刀
比
羅
本
）
、
平
家
物
語
（
巻
一
、
二
代
后
）
に
「
上
下
お

こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
え
ん
　
　
（
ン
）
は
く
ひ
や
・
）

そ
れ
を
の
～
い
て
や
す
い
心
も
な
し
。
た
ゞ
深
淵
に
の
ぞ
む
で
薄
氷
を
ふ
む

お
な

に
同
じ
」
と
あ
る
。
な
お
、
太
平
記
例
文
の
前
者
の
「
深
渕
ノ
如
シ
」
は
、

チ
ヅ

南
都
本
系
諸
本
に
「
宛
カ
モ
緩
流
ノ
如
シ
」
、
．
神
田
本
に
「
綴
流
二
臨
ム
ガ
如

シ
ン
エ
ン
．
′
ゾ
ム

シ
」
、
流
布
本
に
「
探
渕
二
　
臨
ガ
如
シ
」
と
あ
る
。

1
1
日
「
故
機
服
貿
服
、
謂
之
階
上
、
々
々
為
不
忠
、
貿
搬
機
服
、
謂
之
棉
下
、
々

々
為
失
位
」
　
（
掴
大
夫
葦
第
四
・
伝
、
8
ウ
）

O
「
規
ガ
貰
服
ヲ
服
ス
ル
、
是
ヲ
借
上
ト
云
フ
、
階
上
チ
パ
為
〓
不
忠
】
ト
、

貴
ガ
服
二
庸
服
一
チ
、
謂
こ
之
棉
下
一
、
々
々
チ
パ
為
一
兵
位
一
、
階
上
橘
下
ハ

国
ノ
凶
賊
也
卜
孔
安
国
ガ
誠
シ
ヲ
恥
ザ
リ
ケ
ル
コ
ソ
悲
ケ
レ
」
　
（
南
都
本
、

巻
一
二
、
忠
顕
朝
臣
文
観
僧
正
事
）
。
＜
賢
・
抄
・
高
・
岩
∨

明
文
抄
（
巻
五
）
　
に
採
録
。
酉
源
院
本
（
三
〇
八
貢
）
は
、
「
借
上
ヲ
パ
為
コ

（
〃
押
下
）

不
忠
一
ト
…
…
々
々
チ
メ
為
二
矢
位
一
」
の
部
分
を
欠
き
、
「
階
上
伯
下
」
　
を

（
酵
上
）

「
々
々
無
礼
」
に
作
る
。
な
お
、
「
階
上
棺
下
ハ
固
ノ
凶
賊
也
」
の
語
句
は

孝
経
に
は
な
い
。
こ
れ
は
後
山
㈹
例
文
の
「
謂
之
戸
位
、
（
中
略
）
謂
之
怯

採
、
々
々
戸
任
国
之
姦
人
也
」
の
句
法
か
ら
類
推
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

㈹
「
詳
説
死
節
臣
下
之
則
也
」
　
（
三
才
葦
第
八
・
伝
、
1
2
ウ
）

セ

ツ

l

一

　

　

′

り

O
「
争
イ
諌
而
死
レ
節
者
臣
下
之
則
也
」
　
（
巻
四
、
呉
越
閻
事
、
九
七
貢
）

冊
「
夫
覆
而
無
外
者
天
也
、
其
徳
無
不
在
罷
、
載
而
無
来
者
地
也
、
其
物
貰
不

把
焉
」
　
（
三
才
事
第
八
・
伝
、
1
2
ウ
）

ナ

イ

，

．

一

チ

　

　

　

　

　

チ

、

O
「
覆
す
無
い
外
天
ノ
待
也
、
明
君
体
レ
之
ユ
保
二
国
家
一
、

ノ

ヅ

ト

ヅ

’

乗
。
ト
地
′
遺
也
、
艮
臣
則
レ
〔
之
〕
守
二
社
棋
一
チ
」

頁
）
。
＜
砂
二
高
・
岩
∨

載
ヲ
無
レ
ハ

（
巻
一
、
序
、
三

明
文
抄
（
巻
こ
　
に
採
録
。

（田）

㈹
「
上
之
化
下
、
猶
鳳
之
摩
軍
、
故
毎
軸
以
己
率
先
突
也
」
　
（
三
才
葦
鐸
八
・

伝
、
1
3
ウ
）

O
「
其
外
国
々
ノ
軍
勢
不
レ
招
二
集
り
、
不
レ
ル
．
1
貴
従
フ
事
、
只
吹
風
ノ
草

木
ヲ
囲
ニ
コ
ト
ナ
ラ
ズ
」
　
（
巻
〓
ハ
、
尊
氏
職
印
下
持
明
院
殿
院
宣
上
洛

事
、
四
三
八
百
）

カ

O
「
天
下
将
軍
ノ
威
二
随
フ
事
、
恰
吹
ク
風
ノ
草
木
ヲ
匿
ガ
如
シ
」
　
（
巻
一

八
、
比
叡
山
間
開
事
、
五
五
一
百
）

明
文
抄
　
（
巻
一
）
　
に
も
採
録
。
太
平
記
の
巻
八
に
は
「
是
ハ
孔
子
ノ
言
ニ
、

ク
ワ
ウ
ル
ト
キ
ハ
　
　
　
　
　
ブ
ス

君
子
′
徳
ハ
風
也
、
小
人
ノ
之
徒
ハ
草
也
、
草
一
l
尚
こ
　
　
　
之
風
一
必
備
」

（
一
九
六
貢
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
論
語
（
顔
淵
罰
）
　
の
詞
句
　
（
孟
子
・
説
花

・
世
俗
諺
文
に
も
引
栽
）
　
に
拠
る
。
上
掲
の
二
例
は
孝
経
の
詞
句
に
似
て
い

る
が
、
平
家
物
語
（
巻
て
禿
髪
）
　
に
「
人
の
し
た
が
ひ
っ
く
事
、
吹
凪
の

草
木
を
な
び
か
す
が
如
し
」
と
あ
る
の
が
い
っ
そ
う
近
い
。

㈹
「
不
義
而
富
貴
、
於
我
如
浮
雲
」
　
（
孝
優
劣
章
第
十
二
・
伝
、
1
8
オ
）

ム
ペ
ナ
ル

O
「
宜
　
乎
、
不
義
ニ
シ
テ
畠
、
、
、
且
責
ハ
於
レ
ナ
琴
t
如
こ
淳
ル
雲
一
．
卜
云
ル

事
、
孔
子
之
尊
言
、
魯
論
之
記
ス
ル
所
ナ
レ
パ
、
ナ
ジ
カ
バ
少
モ
可
キ
レ
違

」
　
（
巻
二
　
俊
基
資
朝
被
召
取
関
東
下
向
事
、
一
七
頁
）

O
「
浮
雲
之
富
貴
、
忽
二
歩
ノ
如
二
成
ニ
ケ
リ
」
　
（
巷
二
七
、
師
直
打
田
将

軍
屋
形
事
、
七
七
一
百
）

論
語
（
述
而
出
前
）
　
の
詞
句
。
太
平
記
は
、
孝
経
の
諸
伝
本
に
な
い
「
且
」
字

を
有
し
て
い
る
う
え
に
典
拠
を
「
魯
論
」
と
明
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
明

文
抄
（
肇
ニ
）
は
典
拠
を
「
孝
経
」
と
し
て
採
録
す
る
が
「
且
」
字
を
有
す

る
。

㈹
「
事
親
者
居
上
不
院
、
為
下
不
乱
、
在
醜
不
争
」
　
（
紀
孝
行
章
第
十
三
・

経
、
1
9
ウ
）

O
「
皆
祓
厚
ク
官
高
L
と
い
ヘ
ビ
も
、
諸
二
有
て
争
フ
心
な
か
り
し
か
バ
、
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五
二
非
ヲ
訴
メ
国
ヲ
静
ノ
テ
唯
天
下
ノ
無
為
な
ら
ん
事
ヲ
の
ミ
忠
へ
り
」

（
神
田
木
、
巻
二
七
、
下
和
璧
之
事
、
四
六
三
買
）
。
八
秒
∨

孝
経
の
「
在
醜
不
争
」
の
「
醜
」
字
に
つ
い
て
孔
安
国
は
「
醜
、
群
類
也
」

と
注
し
て
お
り
、
旧
抄
本
の
多
く
も
こ
れ
を
「
モ
ロ
モ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ア
ラ

（

が

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

°

0

0

0

ソ
ハ
ズ
」
と
訓
ん
で
い
る
。
孝
経
に
は
他
に
も
「
在
衆
不
争
」
　
（
開
葦
明
義

0

°

°

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

0

0

0

葦
・
伝
）
、
「
在
醜
而
争
之
比
」
　
（
五
刑
事
・
伝
）
、
「
在
醸
而
争
則
兵
」

（
妃
孝
行
章
・
経
）
　
な
ど
の
例
が
あ
る
。
な
お
、
西
源
院
本
で
は
「
諸
友
二

有
テ
争
フ
心
ナ
カ
リ
シ
カ
バ
」
　
（
七
四
九
貢
）
　
と
な
っ
て
い
る
。

（剛）

㈹
「
能
孝
於
親
、
明
必
能
忠
於
君
英
、
求
忠
臣
必
能
於
孝
子
之
門
也
」
　
（
広
揚

名
草
第
十
八
・
伝
、
2
4
オ
）

O
「
サ
レ
バ
孔
子
之
釈
ニ
、
尋
誓
忠
臣
↓
必
於
雪
孝
子
之
門
て
云
リ
、
父

．
ノ
為
二
不
孝
ナ
ラ
ン
人
、
皇
為
ニ
レ
君
有
レ
忠
哉
」
　
（
巻
三
二
、
虞
舜
孝
行

事
、
九
一
五
貢
）

明
文
抄
　
（
巻
二
・
巻
三
）
　
に
は
「
古
語
日
、
欲
求
忠
臣
、
出
於
孝
子
〔
之
〕
門

（
臣
軌
）
　
」
と
み
え
る
。
「
砂
」
は
千
字
文
註
の
「
忠
臣
必
出
孝
子
之
門
」

を
あ
げ
、
「
岩
」
は
さ
ら
に
後
漢
書
（
茸
彪
伝
）
　
を
も
あ
げ
て
い
る
。

㈹
「
苦
者
天
子
有
争
臣
七
人
、
難
亡
遺
弗
失
天
下
、
諸
候
有
争
臣
五
人
、
現
亡

遺
不
失
其
国
、
大
夫
有
争
臣
三
人
、
雑
亡
遺
弗
失
其
家
、
士
有
争
友
則
身
弗

離
於
令
名
、
父
有
争
子
則
身
不
陥
於
不
義
」
　
（
訴
静
章
第
二
十
・
経
、
2
5
ウ

～

2

6

オ

）

O
「
国
二
諷
ル
臣
ア
レ
バ
其
国
必
ズ
安
ク
、
家
二
諒
ル
子
ア
レ
バ
其
家
必
ズ

正
シ
」
（
巻
三
五
、
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
、
一
〇
一
四
頁
）
。
＜
岩
∨

神
田
本
は
こ
の
詞
句
を
欠
い
て
い
る
。
孝
経
の
文
は
明
文
抄
（
巻
二
）
・
世

俗
諺
文
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、
同
類
の
言
説
は
臣
軌
（
匡
讃
荒
。
明
文
抄
巻

四
に
も
採
録
）
に
も
み
え
る
が
、
平
家
物
語
（
肇
一
、
煙
火
之
沙
汰
）
　
に
太

平
記
と
同
一
の
詞
句
が
あ
る
。
ま
た
、
太
平
記
巻
三
九
に
は
「
君
二
無
二
諒

シ
イ
ム
ル

ム
ル
臣
前
君
失
コ
其
国
↓
焉
、
父
二
無
二
静
子
】
則
父
亡
竃
家
↓
ト
云
リ
」

（
一
二
七
頁
）
と
い
う
文
が
あ
る
。

㈹
「
事
君
之
礼
、
値
其
有
非
犯
厳
顔
以
道
議
争
、
三
諒
不
納
奉
身
以
退
、
有
匡

正
之
忠
無
阿
順
之
従
、
艮
臣
之
節
也
、
若
乃
見
可
訴
而
不
諒
、
謂
之
戸
位
、

見
可
退
而
不
退
、
謂
之
懐
能
、
々
々
戸
位
国
之
姦
人
也
、
姦
人
在
朝
、
田
老

不
進
」
　
（
諒
静
輩
第
二
十
・
伝
、
2
6
ウ
）

ヅ
カ
ウ
マ
ツ
ル
　
　
レ
イ
　
7
ウ
サ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ス
ゲ
ン
ガ
ン
ヲ
　
　
ー
ー
サ
ノ

O
「
事
レ
　
君
之
礼
、
倍
レ
有
二
其
罪
－
、
犯
こ
放
顔
一
以
レ
遺
諒
争
ソ
ウ
、

イ
レ
ラ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ヤ
ウ
セ
イ
ノ
　
　
　
　
　
　
ア
ジ
ュ
ン

三
ヒ
訣
チ
猶
不
レ
納
、
奉
レ
身
チ
以
ナ
退
ク
、
有
こ
匡
正
之
忠
一
、
無
二
阿
腰

ヂ

ル

ハ

　

　

　

シ

之
徒
一
、
此
レ
良
臣
之
節
也
、
若
乃
見
レ
可
㌘
諒
ム
而
不
レ
諒
、
謂
こ
之
戸

J

つ

・

r

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

々

）

　

　

　

　

　

カ

ン

位
一
、
兄
の
可
け
退
ク
而
不
レ
退
、
謂
コ
之
懐
華
、
云
々
戸
位
ハ
国
之
姦
人

也
ト
云
リ
」
　
（
巻
五
、
宣
行
脚
仕
二
君
事
、
一
〇
三
～
四
貢
）
。

八
秒
・
高
・
岩
∨

明
文
抄
　
（
巻
二
）
　
に
は
「
見
可
諒
而
不
諒
」
以
下
が
採
ら
れ
、
同
書
（
巻

一
）
　
に
は
ま
た
別
に
「
姦
人
在
朝
、
賢
人
不
進
」
の
一
句
も
採
録
さ
れ
て
い

る
。

四

上
に
掲
げ
た
一
九
例
は
、
措
辞
の
上
で
も
共
通
性
の
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
各
事
例
に
附
し
た
説
明
の
な
か
で
孝
経
の
旧
抄
本
に
お
け
る
訓
法
に
も

少
し
く
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
阿
部
隆
一
氏
の
「
古
文
孝
経
旧
抄
本
の
研
究

（
資
料
岩
）
」
　
（
斯
道
文
庫
論
集
、
第
六
軽
、
昭
4
3
・
3
）
　
に
よ
っ
て
、
氏

の
詳
密
精
扱
な
御
調
査
の
成
果
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
阿

部
氏
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
清
原
教
憧
校
点
本
を
底
本
と
し
て
、
他
の
旧

抄
本
六
〇
種
の
本
文
と
の
校
勘
を
注
記
し
、
さ
ら
に
底
本
の
訓
点
に
即
し
た
訓
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読
文
を
掲
げ
て
、
伯
の
旧
抄
本
の
訓
読
と
の
校
只
を
注
記
さ
れ
て
い
る
。
氏
の

御
労
作
に
革
づ
い
て
太
平
記
所
引
の
孝
経
の
本
文
な
ら
び
に
訓
法
を
検
討
し
て

み
た
そ
の
結
果
は
、
お
お
む
ね
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

太
平
記
所
引
の
孝
経
の
本
文
の
う
ち
で
も
っ
と
も
長
文
に
属
す
る
の
は
前
掲

佃
の
例
文
で
あ
る
が
、
孝
経
諸
抄
本
の
本
文
と
太
平
記
（
酋
源
院
本
）
　
の
本
文

と
を
比
較
し
て
、
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
田
に
関
し
て
は
、
「
非
」
を
「
罪
」
に
誤
っ
て
い
る
の
は
孝
経
直
解

本
系
の
永
根
本
（
永
蔵
十
二
年
奥
書
、
斯
遺
文
庫
蔵
）
だ
け
で
、
し
た
が
っ
て

西
源
院
本
は
こ
の
抄
本
と
の
み
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
の
に
関

し
て
は
、
「
必
」
字
を
有
す
る
三
一
本
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
な
か
に
、
永
根

本
を
ふ
く
む
直
解
本
系
諸
本
も
多
く
は
い
っ
て
い
て
、
「
必
」
字
を
有
し
な
い

西
源
院
本
所
引
本
文
は
こ
れ
ら
と
は
系
統
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
桝
に
関

し
て
は
、
「
従
」
を
「
徒
」
に
誤
っ
て
い
る
七
本
は
い
ず
れ
も
置
解
本
系
抄
本

（
た
だ
し
永
積
木
の
名
は
み
え
な
い
）
で
あ
っ
て
、
西
源
院
本
は
こ
れ
と
一
致
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
叫
に
関
し
て
は
、
「
此
」
字
を
有
す
る
六
本
と
「
是
」

字
を
有
す
る
六
本
の
名
が
あ
が
っ
て
お
り
、
西
源
院
本
は
こ
れ
ら
と
一
致
ま
た

は
近
似
す
る
の
に
、
こ
の
一
二
本
の
な
か
に
は
竃
解
本
系
抄
本
は
一
種
も
ふ
く

ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
太
平
記
所
引
本
文
は
旧
抄
本
の
い

ず
れ
と
も
合
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
太
平
記
の
が
わ
の
本
文
流
動

を
考
慮
に
い
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
太
平
記
の
最
古
本
で
あ

る
神
田
本
の
欠
巻
部
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
、
南
都
本
系
統
の
本
文
に
よ
っ
て

み
る
と
、事

憲
一
1
之
礼
、
倍
宝
有
望
非
、
犯
－
蔽
顔
↓
以
レ
遺
チ
誘
ノ
争
7
、

キ

ヤ

ウ

セ

イ

　

　

　

　

チ

三
ヒ
琴
不
レ
納
ラ
レ
奉
レ
身
チ
以
ナ
退
、
有
コ
匡
正
之
忠
一
無
力
阿
腰
之

セ
ウ従

嘉
乃
見
レ
可
レ
誘
而
不
義
、
謂
二
之
戸
仕
り
、
見
苛
レ
退
而
不
遠
．

謂
二
之
懐
書
、
々
々
戸
位
ハ
国
′
姦
人
也
ト
云
ヘ
リ
、
（
東
京
教
育
大
学

本
）

と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
の
は
「
非
」
で
あ
り
、
の
は
　
「
必
」
　
字
が
な

く
、
佃
は
「
従
」
と
な
っ
て
い
て
、
親
長
本
や
清
原
教
隆
校
点
本
系
諸
本
と
一

致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
の
「
〔
此
〕
良
臣
之
節
也
」
の
句
を
欠
い
て
い
る

の
が
気
に
な
る
。
南
都
本
系
に
近
い
系
統
に
属
す
る
松
井
本
（
静
嘉
堂
文
庫

セ
ウ

蔵
）
　
で
は
桝
の
項
で
本
文
「
徒
」
に
「
従
」
と
傍
吉
し
て
い
る
以
外
、
例
の
叫

の
三
項
は
南
都
本
系
と
同
じ
で
あ
る
。
松
井
本
の
「
徒
」
お
よ
び
西
源
院
本
の

「
罪
」
・
「
徒
」
は
、
転
写
の
際
の
写
誤
か
、
も
し
∴
＼
は
両
解
本
系
の
影
響

を
受
け
て
の
変
化
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
西
源
院
本
の
ど
と
く

△
「
此
艮
臣
之
節
也
」
の
句
を
有
す
る
の
が
太
平
記
の
本
来
の
形
で
あ
る
と
す
る

と
、
上
記
の
四
項
の
条
件
を
清
足
さ
せ
る
孝
経
の
旧
抄
本
は
、
三
千
院
蔵
建
治

三
年
写
本
・
上
野
精
七
氏
蔵
本
（
鎌
倉
後
期
写
）
・
大
永
三
年
抄
本
（
斯
道
文

庫
蔵
）
　
の
三
本
だ
け
と
な
る
。

△

間
の
例
文
中
の
「
尋
誓
忠
臣
↓
必
於
雪
孝
子
之
門
－
一
ト
云
リ
」
　
（
西

△

△

△

△

源
院
本
）
　
の
詞
句
に
つ
い
て
み
る
と
、
神
田
本
に
は
「
忠
臣
ヲ
た
づ
ぬ
る
こ
必

読
嘉
子
′
門
曇
り
」
と
あ
り
、
南
都
本
系
諸
本
に
は
「
尋
憲

△
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△

忠
臣
↓
在
二
孝
子
ノ
門
云
ヘ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。
太
平
記
の
諸
本
に
共
通
す

る
「
尋
（
ル
）
－
こ
・
「
た
づ
ぬ
る
ニ
」
の
措
辞
や
南
都
本
系
諸
本
に
共
通
す
る

「
在
」
字
（
松
井
本
や
流
布
本
も
同
じ
）
は
、
孝
経
の
旧
抄
本
に
同
形
の
も
の

を
兄
い
だ
し
え
な
い
が
、
太
平
記
の
本
来
の
形
と
み
な
さ
れ
る
「
必
於
」
の
形

は
多
く
の
旧
抄
本
と
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
旧
抄
本
の
な
か
に
も
、
前
掲
の
親

△

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

△

長
本
の
ど
と
く
「
必
能
於
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
二
本
、
「
必
出
於
」
と
な

っ
て
い
る
の
が
三
本
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
の
例
と
併
せ
考
え
る
と
、
太
平
記

所
引
の
本
文
は
清
原
家
点
諸
抄
本
と
の
あ
い
だ
に
こ
と
に
異
同
が
少
な
い
よ
う

で
あ
る
。
前
記
の
三
本
（
三
千
院
本
・
上
野
本
・
大
永
本
）
は
こ
の
点
に
お
い

て
も
太
平
記
（
の
本
来
形
と
見
な
さ
れ
る
も
の
）
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ

（
佃
上
）
　
　
　
　
（
侶
下
）

し
、
三
千
院
本
は
、
脚
の
例
文
に
お
い
て
「
々
々
為
不
忠
」
　
「
々
々
為
失
位
」

の
両
句
の
末
に
そ
れ
ぞ
れ
「
也
」
字
を
有
し
て
い
て
、
太
平
記
所
引
本
文
と
は

異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
が
、
太
平
記
作
者
が
依
拠
し
た
漢
籍
の
本
文
系
統
を

さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
、
助
字
の
増
減
や
同
訓
異
字
の
交
番
に
よ
る
異
同

現
象
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
真
実
を
見
失
う
危
険
も
あ
ろ
う
。

訓
読
法
の
系
統
に
関
し
て
は
本
文
系
統
の
ば
あ
い
よ
り
も
さ
ら
に
確
認
し
が

た
い
。
た
と
え
ば
、
柄
の
例
文
の
「
制
節
謹
度
、
活
而
不
盗
」
の
不
海
に
つ
い

丁

　

　

　

　

　

寸

て
詑
箕
浦
抄
本
の
訓
描
報
、
㌢
ァ
フ
サ
不
」
．
㌧
ァ
プ
サ
不
」
、
す

㈲
「
置
功
ラ
不
」
、
脇
「
溢
カ
ナ
ラ
不
」
、
㈲
「
ア
フ
レ
不
」
・
「
ア
プ
レ
不

」
の
四
種
類
が
あ
る
。
一
方
、
太
平
記
の
方
も
四
通
り
跡
形
が
み
ら
れ
る
。
田

神
田
本
は
「
置
サ
ズ
」
と
あ
っ
て
上
記
の
㈲
に
あ
た
り
、
こ
れ
は
旧
抄
本
中
の

丁
フ
レ
カ
ラ

多
く
と
一
致
す
る
。
印
西
源
院
本
は
「
不
レ
溢
　
」
　
と
あ
っ
て
、
か
り
に

「
張
力
ラ
」
の
形
の
上
に
さ
ら
に
「
ア
フ
レ
」
が
後
補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
来
の
訓
法
は
上
記
の
脚
に
あ
た
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
抄
本
中
仙
の
訓
法
を
も
つ
の
は
績
投
神
社
蔵
建

久
六
年
写
本
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
佃
南
都
本
系
諸
本
は
「
洛
レ
ス
」
　
（
内
閣

丁
プ

本
）
・
「
置
レ
ス
」
　
（
東
教
大
本
）
と
あ
っ
て
、
上
記
の
脚
と
一
致
す
る
。
こ

れ
は
重
解
本
系
の
諸
本
に
多
い
形
で
、
非
博
士
家
の
訓
法
と
考
え
ら
れ
る
。
回

コ
ポ
タ

松
井
本
に
は
「
不
仁
甚
」
　
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
訓
接
は
旧
抄
本
の
い
ず

れ
に
も
兄
い
だ
せ
な
い
。

太
平
記
に
お
け
る
白
居
易
の
新
楽
府
か
ら
の
引
用
詩
句
に
つ
い
て
、
そ
の
本

文
な
ら
び
に
訓
法
の
系
統
を
調
査
し
た
結
果
（
拙
稿
「
太
平
記
に
引
用
さ
れ
た

自
居
易
の
詩
の
訓
読
に
つ
い
て
」
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
舞
1
6
号
、
昭

4
3
・
3
）
か
ら
も
、
神
田
本
が
太
平
記
の
本
来
の
形
を
も
っ
と
も
多
く
伝
え
て

お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
新
楽
府
の
古
抄
本
に
お
け
る
本
文
と
博
士
家
の
訓
接
と

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
古
文
孝
経
か
ら

の
引
用
詞
句
に
関
し
て
も
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
西
源
院
本
以
下
に
な
る
と
漸
一

次
室
町
期
以
後
の
非
博
士
家
の
訓
法
が
混
入
し
て
く
る
が
、
時
に
本
来
の
博
士
．
1
8

家
訓
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
掲
の
各
事
例
の
説
明
注
記
の
な
か
で
撃
b
 
l

か
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

五

前
掲
の
引
用
詩
句
一
九
例
の
う
ち
、
個
に
つ
い
て
は
作
者
自
身
が
典
拠
を
論

語
と
明
示
し
て
い
る
し
、
脚
の
桑
孤
註
矢
は
礼
記
・
明
文
抄
・
平
家
物
語
に
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
男
子
出
生
の
際
の
偽
札
と
し
て
実
修
さ
れ
て
も
い
た
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
佃
㈹
㈹
の
三
例
に
つ
い
て
は
よ
り
酷
似
し
た
表
現
を
平
家
物
語
に

兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
な
か
で
も
囲
紬
は
、
平
家
物
語
も
太
平
記
も
と
も
に

孝
経
に
お
け
る
原
義
と
は
や
や
異
な
っ
た
意
味
で
、
し
か
も
修
辞
的
に
使
用
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
が
す
で
に
諺
と
し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る

し
、
脚
は
神
田
本
に
は
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た
詞
句
で
あ
る
。
太
平
記
と
古
文



孝
経
と
の
甫
接
的
交
渉
関
係
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
上
記
の
五
例
は
除
外

す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
、
㈲
側
聞
出
川
㈱
（
川
㈹
間
の
九
例
は

明
文
抄
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
詞
句
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
、
作
者
自
身
が

「
孔
安
国
が
誠
」
と
こ
と
わ
っ
た
用
と
、
そ
の
所
引
本
文
の
形
が
孝
経
旧
抄
本

と
一
致
す
る
間
を
除
け
ば
、
他
は
そ
の
認
定
が
不
可
能
で
あ
る
。
所
引
本
文
の

系
統
や
訓
法
の
調
査
か
ら
の
接
近
も
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
と
な
る
と
、
太

平
記
所
引
の
詞
句
が
、
真
に
孝
経
の
内
包
す
る
思
想
に
対
す
る
作
者
の
主
体
的

な
認
識
の
徴
表
と
な
り
え
て
い
る
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
の
究
明
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
確
認
し
て
い
く
以
外
に
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
論

は
、
す
で
に
紙
幅
の
ゆ
と
り
も
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
ろ
う
と
思
う
が
、
次

の
点
に
だ
け
は
触
れ
て
お
き
た
い
。

太
平
記
に
は
、
南
朝
勢
力
の
哀
頸
後
、
足
利
政
権
の
内
証
が
続
い
て
、
内
乱

の
ゆ
く
え
が
い
よ
い
よ
混
迷
し
て
き
た
こ
ろ
、
遁
世
を
思
い
立
っ
た
南
朝
祇
候

の
一
上
北
面
が
、
暇
乞
い
の
た
め
に
後
醐
醍
天
皇
の
閥
に
詣
っ
て
嘆
き
訴
え

る
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
。

ミ
チ

抑
今
ノ
世
い
か
な
る
世
ゾ
ヤ
、
有
レ
成
無
レ
遺
者
ハ
必
ズ
亡
プ
斗
云
置
し

先
賢
ノ
詞
に
も
ソ
ム
キ
、
又
百
王
ヲ
守
ら
ん
と
ち
か
ひ
給
ひ
し
神
約
も

皆

マ

コ

ト

・
突
事
な
ら
ず
、
（
中
略
）
其
苗
轟
ヲ
モ
守
り
逆
臣
の
成
ヲ
亡
さ
れ
ん
ず

ら
ん
と
コ
ソ
存
ズ
ル
ニ
、
臣
君
ヲ
犯
せ
ど
も
天
ノ
罰
モ
無
シ
、
子
父
ヲ
殺

せ
ど
も
神
ノ
恋
も
無
シ
、
コ
ハ
い
か
に
成
行
よ
の
中
ゾ
ヤ
、
（
神
田
本
、

巻
三
四
、
吾
野
御
国
上
北
面
夢
之
事
、
六
三
丁
四
貢
）

自
己
の
存
在
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
さ
れ
て
い
る
作
者
自
身
の
危
機
意
識
の
表

ミ
チ

白
に
は
か
な
る
ま
い
。
「
有
レ
威
無
レ
遺
者
ハ
必
ズ
亡
ブ
ト
云
持
し
先
賢
ノ
詞
」

に
あ
た
る
言
説
は
、
古
文
孝
経
の
な
か
に
も
、

O
「
岩
夫
其
遺
、
無
以
有
共
同
」
　
（
三
才
葦
第
八
・
伝
、
1
2
ウ
）

O
「
居
上
而
田
則
亡
」
　
（
紀
孝
行
葦
第
十
三
・
経
、
1
9
ウ
）
。
「
琉
而
無
礼

所
以
亡
也
」
　
（
同
・
伝
）

な
ど
と
兄
い
だ
せ
る
が
、
そ
の
事
よ
り
も
、
右
の
表
現
全
体
が
、
孔
安
国
序
の

前
掲
川
の
例
文
の
、

吾
か
先
君
孔
子
の
〔
之
〕
世
に
当
テ
、
周
其
の
柄
を
失
ヒ
、
諸
候
力
を
（
モ
ノ

カ

ク

　

　

　

　

ス

タ

て
争
フ
。
遺
徳
既
に
隠
レ
て
礼
詔
又
廃
レ
ヌ
。
乃
（
チ
）
臣
其
の
君
を
拭
シ
、

（

マ

、

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

り

子
其
の
父
を
拭
シ
す
る
に
至
て
、
乱
逆
に
シ
テ
妃
醸
レ
ト
モ
、
之
を
能
ク

タ
ヽ正

ス
こ
と
莫
シ
。
（
親
長
本
の
訓
点
に
よ
る
。
（
　
）
内
は
補
読
、
平
が

な
は
ヲ
コ
ト
点
、
片
か
な
は
訓
仮
名
）

と
い
う
叙
述
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
春

秋
時
代
、
周
室
が
衰
微
し
て
諸
侯
が
覇
権
を
競
い
あ
い
、
道
徳
む
礼
誼
も
廃
絶

し
て
し
ま
っ
た
乱
世
を
概
嘆
し
て
、
孔
子
は
「
孝
徳
之
本
地
、
教
之
所
蘇
生

也
」
　
（
開
宗
明
義
輩
第
一
・
経
、
5
ウ
）
と
深
く
認
識
し
、
「
孝
」
の
原
理
を

漬
鐸
し
て
、
天
子
・
諸
侯
・
瑚
大
夫
・
士
・
庶
人
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
階
屑
に
お

け
る
具
体
的
な
孝
遠
の
実
践
形
態
を
示
し
た
。
そ
の
言
説
を
ま
と
め
た
も
の
が

孝
経
な
の
で
あ
る
が
、
太
平
記
作
者
が
そ
こ
か
ら
学
び
と
っ
た
も
の
は
、
関
り

を
慎
し
み
証
に
居
て
己
を
責
め
る
べ
き
為
政
者
の
「
孝
」
と
、
主
君
の
非
を
匡

諒
す
べ
き
士
大
夫
の
「
孝
」
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
孝
経
の
主
軸
を
な
す

も
の
で
も
あ
っ
た
。
為
政
者
で
も
士
大
夫
で
も
あ
り
え
な
い
作
者
は
、
万
里
小

路
宣
扉
・
藤
一
屏
父
子
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
忠
誼
の
捕
商
の
出
現
を
作
品
の
随

所
で
待
望
し
、
そ
れ
ら
の
讃
臣
を
通
し
て
政
道
の
非
を
報
じ
る
と
と
も
に
、
一

方
、
遺
和
軒
朴
翁
（
巻
三
二
）
　
や
北
野
蓉
請
人
（
巻
三
五
）
な
ど
作
者
の
分
身

と
も
い
う
べ
き
遁
世
者
に
代
弁
さ
せ
て
は
、
局
外
者
の
立
場
か
ら
南
北
朝
両

延
や
幕
閣
の
現
状
を
痛
烈
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
「
尋
聖
忠
臣
↓
必
於
誓

孝
子
之
門
－
一
ト
云
リ
、
父
ノ
為
二
不
孝
ナ
ラ
ン
人
、
竜
為
竃
有
レ
忠
哉
」
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（
前
掲
佃
例
文
）
も
、
単
に
南
朝
と
手
を
結
ん
で
父
の
将
軍
尊
氏
に
反
逆
し
よ

ぅ
と
す
る
足
利
市
冬
の
不
孝
を
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
君
是
ヲ
有
コ

御
許
容
一
、
大
将
軍
之
号
ヲ
被
押
下
事
、
努
以
テ
非
レ
導
l
」
　
と
い
う
と
こ
ろ

に
論
旨
の
眼
目
が
あ
る
。
「
子
日
、
昔
著
明
王
之
以
孝
治
天
下
也
」
　
（
孝
治
章

第
九
・
経
、
1
4
オ
）
と
い
う
孝
経
的
政
治
思
想
の
大
前
提
に
違
背
し
た
置
冬
起

用
を
敢
え
て
す
る
南
朝
の
政
道
に
対
す
る
租
訴
な
の
で
あ
る
。
自
店
易
の
祖
諭

詩
や
貞
親
政
要
か
ら
受
け
た
感
化
と
の
結
合
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
太
平
記
の
政
道
批
判
・
社
会
批
判
の
な
か
に
、
孝
経
を
買
ぬ
く
思

想
に
対
す
る
作
者
の
主
体
的
な
認
識
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
士
大
夫
の
『
孝
』

」
の
実
践
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
遁
世
者
的
な
局
外
者
の
立
場
に
立

ち
、
も
し
く
は
局
外
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
作
者
の

諏
訪
の
基
底
に
、
中
世
の
知
識
人
に
お
け
る
中
世
的
形
榊
を
そ
な
え
た
「
士
大

夫
意
識
」
の
存
在
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

－
　
㌫
山
大
学
教
育
学
部
助
教
授
　
－
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